
2023年 11月 13日 

 

投資信託・公共債の郵便物返戻時によるお取引の制限について 

 

常陽銀行は、お客さまにお送りした投資信託・公共債の通知状(取引残高報告書等)の郵便物が

返戻となった場合、犯罪による収益移転防止に関する法律に従い、新住所への変更手続きが

完了するまで、投資信託・公共債のお取引を下記のとおり一部制限させていただくことと

いたしました。何卒ご理解を賜りますよう、お願い申しあげます 

ご住所を変更された場合は、常陽バンキングアプリ、ホームページ(郵送)、窓口よりお手続き

ください。 

なお、本件に伴い、「投資信託総合取引約款」「債券取引振替決済口座管理規定」を改定

いたします。詳細は、こちらをご覧ください。 

記 

1.お取引制限開始日 

2024年 1月 4日(木) 

 

2.お取引制限対象 

窓口・常陽バンキングアプリ・インターネットバンキング「アクセスジェイ」で行う以下のお取引 

(1)投資信託・公共債の購入 

※すでにご契約いただいている積立投信(定期定額取引)の振替は対象外です。 

(2)投資信託・公共債の解約 

(3)積立投信(定期定額取引)の新規契約・変更・廃止 

(4)各種変更手続(指定預金口座変更等) 

 

3.ご注意事項 

(1)郵便物は、郵便の諸事情等から誤って「住所不明扱い」等で返戻される可能性がござい

ます。当行にお届けいただいている住所に変更がないにも関わらず投資信託・公共債の

お取引が制限されたお客さまは、大変お手数ですが、下記フリーダイヤルにお問合せ

ください。 

(2)常陽バンキングアプリ・インターネットバンキング「アクセスジェイ」でのお取引は、

住所変更のお手続き完了から取引制限が解除されるまで、システムの都合上、数日

かかる場合がございます。 

以 上 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

常陽銀行 事務管理部 TEL：0120-104-086 (受付時間  平日 9：00～17：00) 

 

 

 

 

https://www.joyobank.co.jp/personal/service/bankapp/service.html
https://www.joyobank.co.jp/dataserv/
https://pdf.irpocket.com/C8333/MH4b/m9U9/rjGg.pdf



